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説

苑

我
国
の
都
市
及

び
地
方

ド
於
け

る
婚
姻

の
統
計
的
観
察

第

十

一血
管

(鋸

山ハ
號

一
⊥ハ
)

九

㎜
○

我
国
の
都
市
及
び
地
方
に
於
け
ろ
婚
姻
の
統
計
的
観
察

岡

崎

丈

規

「

第

一

序

言

私

が

こ
の
小
編
を
起
草
す

る
上

に
馳、

最
も
有
力

な

る
動
機
を
な

し

て

居

る
も

の
は
、

客
曙
o
畠

B
穿

が
共
著

ω
留
器
陣}畠

窪
α
ω
。
。δ
δ
巽

に
於

て
、
都

市

ご
地
方

ご

の
婚

姻
牽

に
閲

し
て
論
述

せ
る
左

の

一
節

で
あ
る
。

ゐ

ヤ

ロ

「
婚

姻
牽
は
、
概

し
て
吉

へ
ば
、
地

方

に
於
て

よ
り
も

都
市

に
於
て
よ
り
高

い
。

ε
盲

ふ
の
は
都
市

に
は

二
十
歳

乃
至
四
十

歳

の
人
聞

が
比
較

的

に
多
数

を
占

め
て

み
る

か
ら

で
あ

る
。
千

八
百
九
十
年

の
凋
逸

の
婚

姻
統

計
を
見

る
に
、
全
國

の
李

均
婚

姻
牽
は

二

八
二
八
な

る
に
射

し

て
、
四
十
七
都
市

の
卒

均
牽
は

一
九

・九

で
あ

る
。
更

に
各

都
市

に
就

い
て
見

れ
ば
、
切
o
島
p

に
於

て
は
二

二
・
九
、
国
pヨ
げ
霞
σq
に
於

て
は

一
二

・七
、
『
鼠
℃
Nお

に
於

て
は

二

7
・

七

、
詔
葺

。訂
コ

に
於

て
は

一
九

・⊥
ハ
、

切
話
幽
き

に
於

て
は

一
入

・
九
、
囚
盆
ロ

に
於

て
は

}
九

・八

、

U
「2
α
。旨

に

於

て
は

二
〇

・
二
、
竃
㊤
σq
号
σ
畔
σq

に
於

て
は

一
九

・三

、
腎
筆
勢
空
拝

に
於

て
は
二

一
.
○

で
あ

っ
て
、
只
例
外

`
し

て
、
少

数

の
都
市

の
婚

姻
牽

に
、

全
国

の
李
均
婚
姻

牽

よ
b
低

い
も

の
が
あ

る
。
例

へ
ば

、
しn
ε
陣
σq
四
3

の

=
二
.

エ

ユ

八
、
ω
富

加び
二
お

の

一
四
・九
の
如

き
即
ち
之
で
あ
る
。」
而
し
て
ス
睾

吟
。
冨
。
も
彼
ε
同

一
見
解
を
維
持
し
て
み
る
。

右
に
依
れ
ば
氏
は
、
千
八
百
九
十
年
の
濁
逸
の
婚
姻
統
計
に
其
の
論
櫨
を
求
め
て
、
都
市
に
於
け
る
婚
姻
牽
は

地
方

の
そ
れ
よ
り
も
高
率
で
あ
る
ご
論
断
し
、
其

の
原
因
を
婚
姻
期

に
あ
.る
二
十
歳
乃
至
四
十
歳
の
人
間
の
、
都

1)Nleyo-Smith,StatistiecsandSociology・P・98-99・

2)Newsholme,TheElementsofVital.Statistics.p・59.
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、

●

鄙
澗
に
於
け
る
多
寡

に
あ
り
こ
し
て
み
る
。
氏
が
之
に
劃
し
て
何
等
統
計
的
賞
讃
を
擧
げ
て
み
な
い
こ
ご
や
、
其

の
他
の
統
計
方
法

に
閲
し
て
も
、
氏
に
廉
ら
な

い
黙
に
就

い
て
は
、
私
の
信
ず
る
統

計
方
法
を
採
用
す

る
積
b
で

あ
る
が
、
私
の
結
論
が
氏
の
結
論
に

一
致
し
や
う
ご
否

ε
は
敢
て
問

ふ
所
で
は
な

い
。
私
の
主
要
目
的
は
、
我
國

∂

に
於
て
は
都
市
及
び
地
方
の
婚
姻
牽
は
如
何
な
る
關
係
に
あ
る
か
、
そ
し
て
其
の
閣
僚
は
如
何
な
る
原
因
に
基

い

て
構
成
さ
れ
把
も

の
で
め
る
か
を
統
計
的
に
考
察
す
る
に
あ
石
。

第
二

本

論

も

へ

竃
ω団
o
あ
巳
一箸

は
只
僅

か
に

一
ケ
年

の
統

計
を
以

て
、

婚

姻
來
丁は
地
方

に
於
て

よ
り
も
都
市

に
於

て
よ
り
一口同
拳

な
b

・こ
言

ふ
氏

の
所
論

を
統
計

的

に
實
謹

し

ょ
う

ご
し
て
.み
る
が
、

私
の
考

へ
.に
依

れ
ば

、
そ
れ
は
決

し
て
妥
當

な
方
法
で
は
な

い
。
頗

る
危
険

な
實

護
方
法

ざ
吉

は
な

け
れ
ば
な
ら

な

い
。

そ
.こ
で
、

私
は

こ

の
非

難
を
避
け

る

爲

め

に
、
.明
治
四
十

二
年
乃
至
大
正

七
年

の
十

ケ
年

の
統
計
を
調
査

し
、
其

の
算
術
卒
均
を
採

用
す

る
事

に
し
π
。

そ
れ
か
ら
氏
は
全

國

の
統
計
を
以

て
、
徹

り

に
地

方

の
統
計

に
代
用

し
た
が
、

こ
の
黙

は
私

も
氏

に
從

ふ
こ
ε
に

し
た
。

そ
し

て
氏
は
猫
逸

の
都
市

の
統
計
を
四
十

七

都
市

の
統

計
を
干
均
し

た
も
の
を

以
て
し
た
が
、

私
は
我
国

の
都
市

の
統

計

に
は

、
現
住
人

口
五
萬
以
上

の
三
十
七

市
匠

の
統

計
を
卒

均

し
た
も
の
を
以

て
之

に
充

て
る
こ
ご

ε
し
π
。
都

市
を
三
十
七
市
塵

に
限

つ
π
串
は
、
年

次

を
明
治

四
十

二
年
乃

至
大
正
七
年

に
制

限

し
π

ε
同
様

、

只
統
計
調
査
上

の
便
宜

に
出

で
た
も

の
で
あ

っ
て
、
別

に
深

い
意
味

は
な

い
。

一

都
市
及

び
地
方

の
婚
姻
統

計

説

苑

我
国
の
都
ゐ巾
及
び
地
方
に
於
げ
る
婚
姻
の
統
計
的
観
察

第
十
五
巻

(第
六
號

一
一
七
)

九

一
一

監

響



説

苑

我
国

の
都
市

及
び
地
方

に
於
け
る
婚

姻
の
統
計
的
親
祭

第

+
五
巻

(第

八
號

=

八
)

九

三

さ
て
、
明
治
四
+
二
年
乃
至
歪

七
年
及
び
其
季
均
の
全
国
の
婚
姻
爺

ち
地
方
の
婚
姻
霞

左
表
の
導

で

あ

る

。

第

一
表

合
國

〔轟
瀞
、
朝
鮮
、
樺
太
漏
.除
く
)
の
婚
姻
輩
(人
口
千
に
付
着
)

(現
在
地
調
)

糊講

糊講

蠣

糊雑

㌶

詮

鋒

灌

奪

蛭

・婁

婚

姻

傘

入
.
八

愈

A
・
四

八
・
　

八
・
=

茜

く
・
=

ゼ
・
九
.

〈
.
〇

九
6
.

八
.
四

布
の
辞

蓉

撃

、二
三
の
慧

事
肇

あ
・
。
一

緬

ふ
所
の
麺

箏

・に
矯

者
難

合

に
箆

し
た
ろ
も
の
喬

な
く
・
獅

鯵

も

も

り

も

し

も

ロ

し

　

へ

ら

ヨ

も

突

目

に
封
比
し
た
も
の
で
あ
・
。
ξ

。
,
・,
景

慕

掲
げ
て
ゐ
無

烟
率
嚢

國
の
婚
姻
摩
の
略
ぼ
二
倍

に
達
し
た
所
以
の

も
窪

・
.彼

に
あ
っ

《
ば
欝

叢

廻

m
p
鱈

拶

寡

髪

繋

い
で
か
華

郵

・
そ
…

一

麺

所
の
人
。
"ぼ
辞

令

(推
計
合

箆

の
根
糠
及
び
其

方

法
に
就

い
て
に
、
..
某

麗

動
霧

計

あ

附
讐

照
)
で
虫

・
て
・
從

っ
て
合

千
に
摯

ろ
爾

の
婚
墾

陸

・
轟

道

別

に
よ

・
、

一
言

に
於
け

・
、
現
在
地
調
の
べ
婚
姻
鍍

奪

倍
し
馨

も
完

・
塁

末
の
府
縣
道
推
計
合

に
て
除
・
て
得
た

ろ
商
・
即
ち

各
府
懸
道
の
婚
姻
蒙

更
皐

均
し
た

・
も
の
で
あ
る
。
市
瞳
婚
姻
率
も
こ
れ

・
型

の
方
法

窒

っ
て
算
出
す
ろ
の
で
め

ろ
・

む

ち

ビ
　

を

り

の

第

蓑

に
依
れ
ば
、
地
方
の
婚
姻
雲

量
尚
の
大
正
七
年
の
九
・9

最
低
の
大
正
五
年
の
七
・を

の
間
を
上

下
し
、
十

ヶ
年
間

の
.卒
均

は
八

・
四

で
あ

る
。

次
に
明
治
四
+
二
年
乃
実

正
七
度

び
其
の
李
均
の
現
住
人
呈

萱

上
の
三
+
幕

歴

於
け
る
婚
鐵

即

ち
都
市

の
婚

姻
牽
は
左
表

の
通
り

で
あ
る
。

第
=
表

現
佳
人
口
五
萬
以
上
の
市
匠
に
於
け
る
婚
姻
寧
〔人
口
千
に
付
き
)

謝瓠

£

講

覇

糊聯

覇

詮

詮

蹴
範

襟

奪

詮

翁

.

東

京

市

大
.四

*
.二

㌘
九
.

亨

0

七
二

せ
豊

七
三

》

四

八
・
O

ゼ
.ゼ

ζ
・二

3)日 本帝國第四十統 計年 鑑に よろ。

4レ 日本帝國人 口動.患統計 胡 治 四十 二年 一大正七年)に 蕊ろ。
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二

一ロ
・六

四
・〈

苧
O

一
二

〇
)

九

【
四

寄 手 ㍗f寄 早 ㌣ 誉 穿 罫 ㌘
五 ユ 五 一 風 一一 一 八 五 七 ー

六 四 九 七 六 四 穴 六 四E六

6八 九 六 〇 八 ユ 六 七「 八 八

七
氏

人
・
〇

六
・
七

七
る

六
・
〈

=

・
E

六
λ

八
・
〇

九
・
三

六
三

七
・
四

七
・七

零

八

五
・
O

穴
・
九

七
・
三

六
・
六

六
真

苧
五

δ
・三

五
二壱

・三

四

数
字
の
記
入
な
き
箇
所
ば
常
時
未
だ
現
.住
入
口
玉
高
に
蓮
ゼ
ざ
り
し
爲
め
で
あ
ろ

第

二
表

に
依

れ
ば
、

客
年

に
於

け
る
三
十
七

市
匠

卒

均

の
婚
姻

傘
は
、
最

高

の
明
冶
四
十

四
年

の
八

.○

ど

張

り

や

ら

ぬ

マ

低
の
大
正
五
年
の
六
・五

ε
の
問
を
上

下

し
、
十
ケ
年
間
の
雫
均
は
七
・三
で
あ
る
。
故

に

我
国
の
都
市
の
婚
姻

翠
は
七
%
見
當
ε
云
ふ

べ
く
地
方
の
八
%
よ
b
蓬
に
劣

っ
て
み
る
。

次
に
都
市
及
び
地
方
の
姻
婚
牽
を
鼠
に
詳
細
に
封
比
す
る
。
両
君
は
其
の
高
低

に
於
て
略
ぼ
同

一
の
傾
向
を
示

し
て
み
る
が
、
都
市
に
於
け

る
最
高
の
明
治
四
十
四
年
の
八
・○
が
地

方
に
於
け
る
最
低
の
大
正
五
年
の
七
.九
を

僅

か
に
凌
ぎ
、

大
正
六
年
の
八
・○
ε
漸
く
同

一
で
あ
る
以
外

に
は
、

各
年
を
通
じ
て
地
方
の
姻
婚
率
ば
都
市
の

夫
れ
よ
り
も
優
勢
で
み
る
。
從

っ
て
前
者

の
十
ケ
年
総
卒
均
婚
姻
牽
七
。三
が
後
者

の
十

ケ
年
季
物
婚
姻
傘
入
.
四

に
及
ぶ
可
く
も
な

い
の
は
當
然
で
あ
る
。



乍

併
、
十

ケ
年
卒

均
姻
婚

牽
を
各

市
匠

に
就

い
て
槻

察
す

る
な
ら

ば
、
地

方

の
十

ケ
年
卒

均
姻
婚

傘

よ
り
も
高

.

い
婚

姻
牽

を
示
し
て

み
る
者

も
有

る

に
は
め

る
。
即

ち

新
潟

市
の

一
二
・
○
、
譜
岡
市

の
九

・
四
、
輻
井
市

の
八
・六

、

金
澤

市
の
八
.
九
、
富
山
市

の

一
〇

・六

、函

館
瞳

の

↓
○

上
二
等
は

之
で
め

る
。
こ
れ
等
は
除
外

例

`
看
做

す

可
き
も

の
で
あ
ら

う
、
が
更

に
研
究
.す

る
ご
興
味
深

き
事
實
が

あ

る
。
以
上

の
各
都
市

(函
館

旺
を
除
く

)
が
所
在

し

て
ゐ

・

る
各

縣
の
明
治
四
十
二
年
乃

至
大
正

七
年

の
十

ケ
年
李

均
婚

姻
牽
は
、
左
表

に
於

て
示
す
が
如

く
、
何
れ
も
全
國

の
十

ケ
年

の
季
均
婚
姻

傘
入

・
四
よ
b
高
率
で

あ
る
。而

し
て
各

都
市

ε
其
存
す

る
各

縣

ε
の
婚
姻

拳
を

比
較
す

る

に
、
新
潟

縣

の
九

・三

に
射

し
て
新

潟
市
は

　
二
・
○
、

静
岡
縣

の
九

・
一
に
蜀

し
て
静
岡
市

の
九

・
四
、
輻
井
縣

の

八

・
五
に
.針
し

て
輻
井
市

の
八

・
六
、

石
川
縣

の
八

・
九

に
射

し
て
金
澤
市

の
八
・
九
、
富
山
縣

の
九

・
二

に
謝
し

て
冨

山
市

の

一
〇

⊥
ハ
誓

の
結
果

を
齎

し
て
み

る
。
故

に
以

上

の
都
市

に
於
け

る
婚

姻
傘
は
金
澤

市
を
除

け
ば
、
全
國

の

婚
姻

牽
よ
り
高
率

で
あ
る
の
み
な
ら
ず

、
全

國
の
婚
姻

牽
よ
り
も
高
率

で
あ

る
所

の
以

上

の
諸
縣

に
於
け

る
婚
姻

率
を
更

に
凌
駕

し
て
み

る
の
で
あ

る
。

こ
れ
大

い
に
注

目

に
値

す

る
事
宜

で
あ

る
。

第
「禺表

全
図
の
姻
婚
寧
よ
り
も
高
き
婚
姻
…牽
祉
示
ぜ
る
都
市
の
所
在
ぜ
ゐ
諸
縣
に
於
け
ろ
婚
姻
牽

「耀

萩

窪 石 幅.静 新

説 山 川 井 岡 潟

死 馬 縣 縣 縣 縣

十 明

三窒獄 吏講

㍗ ㍗ ㌍ 苧
九 五 五一 一

十 明
δ 三治
も 年 四

十 明

室竺 離 峯強

㍗ ㍗ や を
o_五 〇

十 明
九 五治
凶 年酉

二大
ソ]A八 九 ブ』

⊥ ゐ ゐ ∴ 二 年正

我
国
の
都
市

及
び
地
方
に
於
け

ろ
婚
姻

の
統
計
的
観
察

三大
力A〈 九A

ニ メ、 先 主 ゐ 年正

大

正

四

年
八
壱

く
・
】

〈
・五

八
・六

く
三

第
十
五
巻

(鯖
六
號

五大
ム ム ゼ ノミ ム

蓋 ∴ ヨ.悲 置 年正

)

大

正

六

牟
八
・
三

(
・
省

く
・
O

〈
三

く
凸

九

一
五

大

正

七

年
九
∴

㍗
旦

九
己

九
二

く
先

学

均
九
・三

九
・
一
.

八
・
五

八
・
九

九
。
一
「

騙



」

説

苑

我
閾
【の
都
市
及
び
地
方
に
於
σ
ろ
婚
姻
の
統
・計
酌
親
祭

第
†
五
巻

(第
山ハ
號

一
二
二
)

九

}⊥ハ

都
市
及

び
地

方

の
各

年
婚
姻
牽

を
圖
表

に
示

し
た
も

の
第

一
圖
表

で
あ
る
。

直
線

は
地
方
及

び
都
市

の
十

ケ
年

弗

一

{

函

i

表

.1

0一

;
5
:

:

考己整
占

↑2
3

ら

'、
'、 喚略

煙-囚

'
ρ

_●'

、

、

、

、

}

蝿 強縮

学葦
1・∫

.

、 き 薯
一 個

5
・T・7『 .

ぴr 一 一 一 ■ ρ

9

」

亀一 層 層 _一 ,.冒 一 曹 一 一 一 _一

?
一戸

「

3電
線 織

も
一 !

『.

、

亀

一

》'

'r
、

o 、
、 !

〆

`,

、

、

、

''

'

「

も F

緊
二

言

響
三

舞

鑑
斗

璽

葦

」

耳

三

耳

卿

斗

L

斗
大

耳

先

導

,

「

、



干

均
婚

姻
率
を
示
す
。

両
者

が
其

の
高
低

に
於

て
略
ぽ
同

一
の
傾
向

を
保

っ
て
.み
る
こ
ざ
並

に
都
市

に
於
け

る
姻

婚
牽
は
、
大
膳
　昏

年
を

通
じ

て
地

方

の
そ
れ

に
劣

っ
て
み
る
こ
ε
は
本
圃
表

に
於

℃
明

か
で
め
ら
う

。

私
は
以
上
の
諸
統
計
的
事
實

よ
り
蹄
納

し
て
、
竃
ρ)δ
あ

日
団匪

ε
は
全
然

正
反
謝

の
結
論

に
到
澄

せ
ざ

る
を
得

な

い
。

曰
く
。

「
我

國

に
於

て
は
、
婚
姻
牽
は

、
概

し

て
言

へ
ば

、
地

方

に
於

て
よ
り
も
都
市

に
於

て
r

ゲ
低

い
。
勿
論
、
各

都

市
に
就

い
て
各
別
的

に
之
を
観

察
す

る
聴
は
、
地

方

よ
り
も
高

い
婚
姻
牽

を
示
し

て
み
る
除
外
例

は
厭

い
で

ば

な
い
℃

」
.

然
ら
ば

何
故

に
都
市

に
於

け
る
婚
姻

拳
は
地

方

の
そ
れ
よ
り
も
低

い
の
で
あ

る
か
、
精
確

な

る
原
因
を

攻
究

し

て
、
.
・
れ

に
適

切
な
る
説
明
を
施
す
事
が

、
次

に
し
な

け
れ
ば
な
ら

な

い
私

の
仕
事

で
あ

る
・
罫

臥

し。
ヨ
芽

に

從

っ
て
、
都
鄙
問

に
於

け
る
循
姻
適
齢
者

の
多

寡

に
よ

っ
て
之
を
説
明
し
遂
げ

よ
う
ε
す

る
な
ら
ば
・
我

国
の
都

,

市
及
が
-
、か

に
於
け
る
婚
姻
牽
は
氏
の
説
一
廓

金

反
謝
の
結
果
を
示
し
て
.み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
国
に
於
て

は
、
都
市

に
は

二
十
歳

乃
至
叩

-.
歳

の
人
聞

が
地

方

に
比
較

し
て
齢
い
か

鋤

で
あ

る
ε
盲

ふ
統
計
的
事
實

の
存
在

が
是
非

ご
も
必

要
な
の

で
あ

る
。

そ

こ
で
、
先

づ
、

我
國

の
都
市
及

び
地

方

に
於

け
る
二
+
歳

乃
至
四
+
歳

の
人

口
に
就

い
て
統

計
的
観
察

を
行

ふ
こ
ε

、
す

る
。

二

都
市
及

び
地

方

に
け

る
二
十
歳
乃

至
四
十
歳

の
人

口
に
關
す

る
統
計

年
齢
別

に
よ

る
人
口
の
静

態
統
計
は
五

年
目
毎

に
し

か
調
査

さ
れ

て
る
な

い
か
ら
、

之
を
各

年

に
亘

っ
て
観
察

す

る
事
は

不
可
能

で
あ

る
。
.そ

こ
で
、
前

に
観

察
し

た
婚
姻
統
計

の
期
間

ε
略

ぼ
同

一
の
期
間

に
あ

る
明
治
四
十

説

苑

我
圃
の
都
市
及
び
地
方
に
於
け
る
婚
姻
の
統
計
的
親
祭

第
十
五
巻

(第
六
號

=
一三
)

九

一
七



説

苑

我
国
の
都
市
及
び
地
方
に
於
げ
る
婚
姻
の
統
計
的
観
察

第
十
五
魅

(第
⊥ハ號

一
二
四
)

九
一
入

一
年
、
.大
正

二
年
及

び
大
正
七
年

の
三

ケ
年

の
統

計

を
以

て
満
足

し
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。
地

方

の
分
ピ
し
て
は

全
国

(毫
灘
、

朝
鮮

、
樺
太
を
除

く
)
の
本
籍

人
、

都
市

の
分
ε

し
て
は
現
住

人
口
五
萬
以
上

の
市
阿

に
於
け

る

現
住
人
を
用

ひ
、
何
れ

も
穂

人
口

ε
二
十
歳
乃

至
四
十
歳

の
人
口

ε
の
比

率
を
求

め
、
両

者
を
比
較

し
て
其

の
多

寡
を
相
対
的

に
決
定
す

る
こ
ε

』
す

る
。

さ
て
、

日
本

帝
国
第
四

十
統

計
年
鑑

に
よ
り
、
全
国

の
本

籍
人

口
ε
二
十
歳

乃
至
四
十
歳

の
人

口

ε
の
比
率

を

算

出
し
た
も

の
が
.左
衣

で
あ

る
。

第
四
表

奈
國
の
本
籍
総
人
口
二

一+
臓
乃
至
四
+
歳
の
人
口
こ
の
比
率
(藁
潜
、
朝
鮮
、
樺
太
な
除
く
)

影

迄
属

明
法
四
+
皐
,

大
正
二
年

大
正
峯

平

均

?
二業

〇三
兄
一…

ロ・二会

O
.一[九
一
.

第
四
表

に
依

れ
ば
、
全

国

の
本

籍
総
人

口

に
封
ず

る
二
十

歳
75
至

四

十
歳

の
人

口
の
牽

は
、
明
治
四

十

一
年

は
Q
、
二
九
六
、
大

正
二
年
は
○
、
二
九

二
、
大
正

七
年

は
○

、
二
八

五
で
あ

っ
て
、
遂

年
幾

分
づ

あ

減

少

を
、示

し
て
み
る
が
、
其
の
孕
均
は
O
、
二
九

一
で
あ
る
、
即
ち
地
方

に
於
て
は
二
十
歳
乃
至
四
+
歳

の
入
口
は
総
人
口

の
二
割
九
分

一
厘
で
あ
る
。

次

に
現
住
人
口
五
萬
以
上
の
市
囁

に
於
け
る
現
住
紹
人
口
に
劃
す

る
二
十
歳
乃
至
四
十
歳

の
人
口
の
比
率
を
躰

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、

「
日
本
.帝
国
統
計
年
鑑
」

に
は
全
然
之
を
欠

い
て
み
る
し
、

「
日
本
帝
国
人
口
静

態
統
計
」

に
掲
げ
ら
.れ
て
る
る
所

の
警
察
署
調
査
の
都
市

に
於
け
る
年
齢
別
現
住
人
口
統
計
も
最
も
、
重
要
ご
考

へ
ら
れ
る
、
大
正
七
年
の
分
が
欠
け
て
み
る
の
で
、
私
は
現
住
人
口
五
萬
以
上
を

腐
す

る
三
十
七
術
颪
役
厨

へ
、

.



當
該
市
匿

に
於
け
る
現
住
総
人
口
ご
二
十
歳
乃
至
四
十
歳
の
人
口
を
聞
き
合
せ
た
。
ご
こ
ろ
が
、
統
計
事
務
上
調

査
の
必
要
な
き
に
依
り
、
斯
く
の
翻
き
材
料
な
し
ご
音
ふ
回
答
が
大
多
数
を
占
め
て
み
て
、
僅
か
に
十
五
市
匠
の

統
.計
し
か
獲
ら

れ
な
か
っ
た
。
警
察
署
調
査
の
統
計
に
從

へ
ば
、
置
く
三
十
七
市
匿
全
般

に
亘

っ
て
観
察
し
得
る

岡
便
宜
が
あ
る
が
、
大
正
七
年

の
統
計
を
全
然
考
慮

に
入
れ
な

い
三

一呈

事
は
、
こ
の
場
食

、
)
し
て
も
不
都
合
だ

己
信
ず
る
の
で
、
市
匠
役
所
の
報
告
に
よ
る
統
計
は
其

の
敷

養

て
、
警
察
署
調
査
の
分
の
字
数

に
も
及
ば
な
い

に
拘
ら
す
、
私

は
之
を
利
用
す

る
こ
ざ

＼
し
た
。

市
匠
役
所

の
報
告

せ
ら

れ
た

る
統

計

に
よ
b
、
各

市
匝

に
於

け
る
現
住
総
入

口
ε
二
十
歳

乃
至
四
十
歳

の
人

口

巴

の
比
率

を
算
出

し
た
も

の
が
左
表

で
あ

る
。

第
五
表

現
住
人
口
五
萬
以
上
の
市
匠
に
於
け
る
現
住
人
口
総
数
ご
二
†
歳
月
藻
四
+
威
の
人
口
鍛
ぐ、の
.比
率

壁
昂
4

東

京

市

京

都

市

大

阪

市

堺

市

横

顔

賀

市

新

潟

市

宇

都

宮

市

名

古

屋

市

明
治
四

+

]
年

O
・
三
七
三

口
9
[云
ハゼ

O
・四
天

:

三
八

大
正
二
年

0
・
三
六
　「

:

三
四

?

四
…
一
【(

0
・三
一至

〇
三
栄

大

正
七

年

0
・胃天

0
ゑ
尭

0
一
三
五
三

〇
・
三
]
一幅

0
・
三
く
五

〇
.
　一〇
六

?
登

O
り
　三
塁

00000000『F
コ コ ロ ロ ロ ロ ロ 　

f……………章 章 萎 萎 均

垂 下 旭 徳 岡 全 幅 仙 」

oo十 明

主.圭 一 油

尺 先 年 四

O
・
三
〇
五

9
翌

[

OO

九 プ{

大
OO正

発 豊 年

O
⊥
曽
三

大

000000正
出 畳 畳 三 圭 立 三 二 七

葦 囲 船 西 麓 究 年

平

均

O
・
三
〇
八

?
三
豊

〇
三
((

〇
三
弐

?
一蓋

?
δ
ハ

9
　茜
四

〇
・
一晶二
五

番

督

記
入
芸

箇
所
繕

葦

鹿
の
統
難

欠
い
て
ゐ
窘

め
で
あ
・
。
何
箋

入
な
蕩

揺

窺

仕
合

五
萬
垂

讐

り
し
た
め
で
あ

ろ

o

観

苑

我
国
の
都
市
及
び
勢

に
於
け
・
婚
姻
親

許
的
襲

・筆

五
巻

(第
六
號

≡

五
)

九

死

■



説

苑

残
圃
の
都
市
及
び
地
方
に
於
げ
ろ
婚
姻
の
統
計
的
視
察

第
+
五
巻

(篁

ハ號

=
一六
)

九
二
〇

右

に
依

れ
ば
、
都
市

の
現
住
人

口
に
封
ず

る
二
十

歳
乃
至
四
十
歳

の
人

口
の
比
確
は
明
治

四
十

一
年

は
○
、
三

互

、
大

正
二
年

は
○
、
三
=
三

、
大

正
七
年

は

○
、

　三
二
三

で
あ

っ
て
、

・
れ
亦
、
逐
年
幾

分

づ

あ

減
少
を

示
し

て
み
る
が
、
其

の
卒

均
は
○
,
三
三
五

で
あ

る
。
即
ち
都
市

に
於

て
は
二
十
歳

75

至
四
十
歳

の
人

口
は
紹
人

口

の
三
割

を
超
渦
す

る
事
な

ぽ
三
分
五
厘

で
あ

る
。
、

次

に
都
市
及

び
地

方

の
絡
人

口
に
謝
す

る
二
十

歳
乃
至
四
十
歳

の
人

口

の
比
率

を
比
較
す

る

に
、
両
者

ε
も
逐

年
、

そ
の
比
率

が
減

少

し

つ
、
あ
る
事
は

、
同

一
の
傾
向
を
取

っ
て
み

る
こ
ご
を
語

る
も

の
で
あ

る
が
、
各
年

ご

も
都
市
は
地
方

よ
り
も
優

勢

で
あ
る
。
即

ち
地

方

は
常

に
ご

割
代

に
あ

る

に
劉

し
て
、
都

市
は
常

に
三
割

以
上

の

飴
硲
を
示

し
て
み

る
、
從

っ
て
三

ケ
年

の
雫
均

に
於

て
も
、
地

方
は
僅

か
に
二
割
九

分

一
厘

な

る
に
黝

し
て
・
都

市

は
三
割
三

分
五
厘

ε
言

ふ
高
率

で
あ
る
。

私
は
僅

か
十
五
都
市

の
統

計

し

か
蒐
集
す

る
こ
ご
が
出

来

な
か

っ
た

け
れ
ご、
も
、

そ
し

て
、
そ
れ

が
五
年
目
毎

の
調
査

に
過

ぎ
な

い
け
れ

こ
も
、
都
市

に
は
地

方

に
比
較
し

て
、
絡
人

口

に
封
ず

る
二
十
臓

乃
至
四
十
歳

の
人

口
が
比
較

的
多

数
を
占

め
て
み
る
事
實

を
承
認
す

る
こ
ε
が
出

乗

る
ε
信

ず

る
。

今

や
私

は
都
市

に
於

て
は
婚
姻
期

に
あ

る
二
十
歳
乃

至
四
十
歳

の
人
周

が
、
地

方

に
於
て
よ
b
も
多
諏
を
占

め

て
み

る
`
吉

ふ
統

計
的

事
實

を
獲
た

け
れ
こ
も
、

そ
れ

は

冒
受
㌣

ω
5
套

の
場

合

の
如
一
、
我

国
の
都

市
及

び

地
方

の
婚

姻
牽
を
適
當

に
説

明

せ
ん
ε
す

る
⊥

に
、
何
等
役

立
た
な

い
も

の
で
あ

る
事

を
知

る
。
蓋

し
我
國

の
戸

籍

上

に
現
は

れ
た

る
婚
姻

學
は

嵐
3
,0
-
ω
邑
子

説

に
、射

し
て
全
然

正
反

醤

の
結

果
を
示

し
て
み

る
か
ら
で

あ

る
。

私
は
都
市

に
於

て
も
、
ま
た
地

方
に
於

て
も
其

の
婚
姻
牽
を

示
す

に
絡

人

口
ぜ
婚
姻
件
数

ε
の
比
牽
を
以

て
し
π



が
、
若
し
婚
姻
期

に
あ
る
二
十
歳
乃
至
四
十
歳

の
人
口
ξ
婚
姻
件
数

ε
の
比
率
に
よ
る
特
殊
婚
姻
牽
に
基

い
て
、
脇

我
國
の
都
市
及
び
地
方
の
婚
…姻
牽
を
観
察
す

る
な
ら
ば
、
都
市
に
於
け
る
婚
姻
牽
は
地
方
の
そ
れ
に
比
較
し
て
い

よ
く

低

率

ご
な

る
で

あ
ら
う
。

そ
こ
で
、
私
は
我
国
の
都
市

に
於
て
は
地
方
に
於
て
よ
り
も
何
故
に
婚
姻
牽
が
低

い
か
を
適
當
に
説
明
す

る
た

ぬ
に
は
、
更
に
原
因
を
他

に
探
索
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
問
題

に
濁
し
て
種
々
な
る
思
考
が
向
け
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
都
市
に
於
て
は
戸
籍
上
に
現
は
れ
ざ
る
婚
姻
即
ち
内
縁
ε
か
其

の
他
私
通
ε
か
盲
ふ
も
の
が
、
地
方
よ

.

り
も
盛
に
行
は
れ
て
る
る
の
で
は
な
ら
う
か
、
若
し
こ
の
事
實
あ
り
ε
す
れ
ば
、
こ
れ
は
都
市
の
婚
姻
牽
を
低
下
せ

し
め
て
み
る

一
原
因
ご
見
る
こ
ご
が
出
家
る
。
乍
併
、
言
ふ
.迄
も
な
く
、戸
籍
上
に
現
は
れ
ざ
る
婚
姻
敷
は
到
底
、

統
計
調
査
を
行

ふ
こ
ピ
不
可
能
で
あ
る
が
、
戸
籍
上
に
現
は
れ
ざ
る
婚
姻

ε
私
生
出
産
ご
は
離

る
可
か
ら
ざ
る
關

係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
都
市
及
び
地
方
に
於
け
る
私
生
出
産
敬
の
統
計
的
調
査
を
す
れ
ば
、
之
に
依

っ
て

間
接
的
に
都
市
及
び
地
方
に
於
け
る
戸
籍
上
に
現
は
れ
ざ
る
婚
姻
歩
合
を
略
ぱ
測
定
し
得
ら
れ
る
ご
信
ず
る
。

三

都
市
及
び
地
方
の
私
生
出
産
統
計

そ
こ
で
、
私
は
都
市
及
び
地
方

に
於
け
る
私
生
出
産
(出
産
百
中
)
牽
を
、
明
治
四
十
二
年
乃
至
大
正
七
年
の
十
「

ケ
年

に
亘

っ
て
統
計
的
に
観
察
す
る
串
ご
す
る
。
地
方

の
私
生
出
産
率
は
前

の
婚
姻
の
場
合
に
於
け
る
ε
同
様
、

全
国

(豪
湾
、
朝
鮮
、
樺
太
を
除
く
)
の
私
生
出
産
率
を
以
て
之
に
充
て
た
。
都
市
の
私
生
出
産
率
も
同
様
に
現

住
入
口
五
萬
以
上
を
有
す

る
三
十
七
布
旺

に
於
け
る
現
在
地
調
査
私
生
出
産
率

の
牢
均
し
π
も
の
を
以
て
之
に
充

て
陀
。

眈

苑

我
国
の
都
市
及
び
地
方
に
於
け
る
婚
姻
の
統
計
的
観
察

第
+
五
巻

〔第
六
號

一
二
七
)

九
二
一

ρ



説

苑

我
国
の
都
市
及
び
地
方
に
於
け
ろ
婚
姻
の
統
計
的
観
察

第
十
五
巻

〔第
六
號

一
二
八
)

九
二
二

先

づ
、

明
治

四
十

二
年
乃

至
大
正
七
年

及
び
其

の
卒

均

の
全
国

(塁

淘
、
朝
鮮
、
樺
太

を
除

く
Y

の
私
生

出
産
率

の

(
出

爺

百

に
付

き

)

を

左

に

掲

げ

る

。

第
十
表

全
国

(藁
濁

、
朝
鮮
、
樺
太
な
除
く
)
璽
私
生
出
産
率
〔
出
産
百
中
)

明
治
四

明
治
四

明
沿
四

明
治
四

大

正

大

正

大

正

大

正

大

正

大

正

γ

+
二
年

+
三
年

+
塁

+
五
年

二
年

一一畢

四
年

塁

六
年

峯

平

均

δ
⊥　

6
・六

　O
・尾

6
・三

石
・〇

九八

九。六

孕
九

湘
売

却人

一〇∴

註
。

私
生
.に
ば
私
生
子
ご
庶
子
ミ
な
含
む
。
私
生
出
産
に
ば
私
生
生
産
ご
私
生
死
産
の
両
場
合
な
含
む
。

第
六
表

に
依

れ
ば
、
私
生
出
産
率

は
最
高

の
明
治
四

十
二
、
三
年

の

一
〇
、
六

ε
最
低

の
大
正
四
年

の
九
、
六

ざ
の
間
を

⊥
下
し
、
十

ケ
年

の
卒
均

雍
は

一
〇
、

一
で

あ

る
。

次

に
明
治
四
十

二
年
乃

至
大
正
七

年
及
び
其

の
華
均

の
現

人
件
口
五
萬

以
上
を

有
す

る
三
十

七
市
匠

に
於
け
る
.

の

私
生
出
産
率
(出
産
百
に
付
き
)
を
左
を
掲
げ
る
。

…第
↑
蓑

現
住
人
口
五
萬
以
上
の
市
匪

に
於
け

る
私
生
出
産
率

〔出
産

百
中
)

《

阪

横 堀 大 京 澁 東

演 阪 都 谷 京

市 市 市 市 町 市

概

須
.
賀

市

明
治
四

明
治
四

十
二
年

十
三
牟

】
四
。
四

一
四
,
尾

一三
二

「=
・
〇

一三

・
二

二
ゼ
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【面

心

=
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　二
.
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・
四

九
人

力
三

明
治
四

+
四
年

夏
・九一

=
煮

三
義

一
壷
⊥
ハ

蓋
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輩吾…暑夏 1
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言

三
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重
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三
先
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言
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七
λ
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八 三 ユ 弘 モ ご 三
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負至言言歪:圭 葦歪

大

正

六

年
夏
二

一
τ
三

一(
・葺

き

・
九.

一亨

㎜

三

二
(
・
0

_二 こ___七 大
ゼ 二 二0ル ロ 一

曲 λ 夫 西6先 λ 牟正

挙

均
三
∴

一〇
・九

一九
人

三

・六

二
「昌
・九

西
酋

へ
・五

5)日 本帝 圃人口勧懲統計(明 治四十二隼 乃至大 正七年)

6)日 本帝 国人 口動態統計(明 治四†二年乃至大正七茸)
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我
國

の
都
市
及

び
地
方

に
於
げ

る
婚
姻
の
統
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的
観
察
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道
心

一
(
λ
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巽

三
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六
・
九
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二
四
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二
六
血

一
石
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三

九
三

天
二

一三
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三

一石
6

〈
∴

一
六
λ

ご
五
・六
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0

一
六
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五

六
λ
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　プ
ニ

三

三
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三
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第
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五
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.

〈
・〈

九
・六

一{∵
〇

三

壱

茜

6

三

心
一五
・三

(第
六
號

(
・
〇

六
人

一
六
・力

三

・
五

】三
よ

=

入

一
四
・
炭

】
三
Q

)

七
二

五
・大

西
・八

一三
二

三

ゐ
δ
λ

一五
・O

.

九
二
四

ゼ
二七

・呂

一五
商

「一〇
三

三

西

】
=
・
五

酋

・
(

〈
三

九
三

西

・廿

兄

・九

「δ

・
四

三

・
=

[
四
夫

七
λ

ゼ
必

衰

・五

一三
・穴

一三
・九

一一δ
一五
此

数
字
の
記
入
な
き
箇
所
ば
嘗
時
現
住
人
口
五
萬
に
蓮
ぜ
ざ
り
し
た
め
で
あ
る
。

第
七
表
に
依
れ
ば
、

多
年

に
於
け
る
三
十
七
市
匠
平
均
の
私
生
出
産
率
は
、

最
高
の
明
治
四
十
二
年
の

一
七
・

九

ε
最
低
の
大
正
七
年
の

】
四
⊥
ハ
こ
の
間
を
上
下
し
、
十

ケ
年
の
総
孚
均
牽
ぽ

一
五
・九

で
あ
る
。
之
を
全
國

の

私
生
出
産
率
に
対
比
す
る
に
、
婚
姻
牽

の
場
合
に
於
け
る
ご
同
様
、
其

の
高
低
に
於
て
殆
ん
ざ
同

一
の
傾
向
を
取

っ
て
み
る
が
、
其

の
地
位
は
全
く
逆
で
み
っ
て
∩
都
市
に
於
け
る
私
生
出
産
率
は
、
各
年
を
通
じ
て
例
外
な
く
地

方
の
そ
れ
を
凌
駕
し
て
み
る
。
從

っ
て
十

ケ
年

の
平
均
率
も
、
地

方
.の

一
〇
・
一
に
射
し
て
都
市
は
優

に

一
五
・
九
.

の
高
率
を
示
し
て
み
る
。
十
ケ
年
半
均
の
私
生
出
産
率
を
各
都
市

に
就

い
て
各
別
的

に
観
察
す
る
な
ら
ば
、
横
須

賀
市
の
八
・
五
、
宇
都
宮
市
の
八
・五
、
静
岡
市

の
七
・五
、
仙
毫
市
の
九
・五
、
富
山
市
の
九
・
二
、
呉
市
の
九
・
四

幅
岡
.市
の
九
二

、
鹿
児
島
市
の
七
・
八
等
は
地

力
の

一
〇
'
一
よ
り
低
牽
を
示
し
て
み
る
事
を
獲
見
す
る
。

都
市
及
び
地
方
の
各
年
私
生
出
産
率
を
圖
表

に
示
し
た
も
の
が
第
二
圖
表
で
あ
る
。
直
線
は
都
市
及
び
地
方
の

十

ケ
年
半
均
私
生
出
産
率
で
あ
る
。
両
者
が
其
の
高
低
に
於
て
幣
ぼ
同

一
の
傾
向
を
取

っ
て
み
る
こ
ε
並
に
各
年

を
通
じ
て
、
絶
対
的
に
地
方
が
都
市
に
及
ば
な

い
こ
ご
は
本
圃
表

に
於
て
明
か
で
あ
る
。
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私
は
以
上

の
諸
統

計
的
事
實

よ
り
、
都

市

に
於

け
る
私

生
出

産
牽
は
、
地
方

の
そ
れ
を
遙

か

に
凌
駕

し

て
み
る
事

を
確
認
す

る

こ
ピ
が
出

来
た
。

私
は
更

に
こ
れ
等

の

班
實

よ
り
㌦
都
市

に
於
て
は
地

方

に
於

て
よ
り
も
、
戸
籍
上

に

説

花

籖
圃
の
都
市
及
び
地
方
に
於
げ
ろ
婚
姻
の
統
計
的
観
察
.
沸ドド
.、第
†
五
巻
網
(第
六
號

=
二
こ

九
二
五

響



,

説

苑

我
国
の
都
市
及
び
地
方
に
於
停
ろ
婚
姻
の
統
計
.的
観
察

r

第
十
五
巻

(第
六
號

=
二
二
)

九
二
六
「

現
ば

れ
ざ

る
婚
姻

が
盛

に
行
は
れ

つ
、
あ

る
事
を
推
測

し
得

る

の
で
あ

る
。
且

つ
叉
、
此

事
實

は
.都
市

に
於
け
、る
婚

姻
拳

が
地
方

の
そ
れ

に
劣

っ
て
み
る
統
計
的

事
實

を
雄

藩

に
説

明
し
得

る

一
論
振

た
る
を
失

は
な

い
ご
信
ず

る
。

.

第
三

結

論

へ

へ

竃
畠
㌣
しQ
巨
臣

が
、
婚
姻
牽

は
、

概

し
て
言
.へ
ば
、

地

方

に
捨

て
よ
b
も

都
市

に
於

て
よ
り
高

い
ε
主
張
し

て

み
る

に
謁

し
て
は
、
私
は
我
国

の
婚

姻

に
閲

す

る
統

計
的
観
察

よ
り

し
て
、
少

な
く

ご
も
我
国

の
戸
籍

上

に
現
は

　
ヘ

へ

れ
北
る
婚
姻
牽
は
概
し
て
言

へ
ば
、
地
方
に
於
て
よ
り
も
郡
市
に
於
て
よ
b
低
い
`
吉
ふ
、
氏
ご
全
然
正
反
射
の

結
果
を
獲
た
の
で
め
る
。
氏
は
氏
の
主
張
を
、
都
市
に
は
一
.一十
歳
乃
至
四
十
歳

の
人
口
が
地
方

に
比
接
し
て
多
数

を
占

め
て
み
る
か
ら
で
あ
る
ε
育

ふ
事
を
以
て
一

こ
れ
に
ば
何
等
の
統
計
的
賞
讃
を
維
す
し
て
、
恰
も
自
明
の

事
實

ε
し
て
誰
達

し
て
み
る
1

説
明
し
て
み
る
。
私
も
統
計
的
観
察

よ
り
し
て
、
我
国

の
都
市
に
は
二
十
歳
乃

至
四
十
歳

の
人
日
が
地
方

に
比
較
し
て
多
数
を
占

め
て
み
る
事
貿
を
確
認
す

る
事
が
出
來
た
け
れ
こ
も
、
。
こ
れ
に

へ

も

依

っ
て
は
、
我
国
の
戸
籍
上
に
現
は
れ
た
る
婚
姻
傘
が
、
何
故
に
地
方

に
於
て
よ
り
も
都
市

に
於
て
よ
り
低
き
か
を

適
當
に
説
明
す
る
事
が
能
き
諏
。
そ
こ
で
、
私
は
戸
籍
上
に
現
は
れ
ざ
る
婚
姻
ε
密
接
な
る
關
係

に
あ
る
私
生
出
産

率
の
統
計
的
観
察

を
、
都
市
及
び
地
方

に
就

い
て
試
み
た
所
が
、
都
市
に
於
け
る
私
生
出
産
率
は
地
方
の
そ
れ
を

遙
か
に
凌
駕

し
て
み
る
事
を
強
見
し
た
。
こ
れ
に
依

っ
て
、
都
市
に
は
戸
籍
上
に
現
は
れ
ざ
る
婚
姻
が
地
方

に
比

較
し
て
多
敷

に
上
っ
て
み
る
事
を
推
測
し
得
ら
れ
る
。

こ
の
事
實
は
ま
た
我
国
の
戸
籍
上

に
現
は
れ
た
る
婚
姻
牽

も

も

が
地

方

に
於

て
よ
り
も
都
市

に
於
て

よ
b
低

い
結

果

を
生

ぜ
し

め
た
有

力
な

る
.…
原
因
を
成

し
て

み
る
も

の
ε
考

へ
ら

れ

る
の
で
あ

る
。
.

、


